
令和8年1月28日

項番 資料名 質問 回答

1 実施要領 「プロポーザル実施要領６．参加手続き（２）９実績を有するこ
とが確認できる書類」について、企画提案書に記載する「業務実
績」すべての案件について必要でしょうか。それとも、一部の案
件のみでよろしいでしょうか。
また、３年間契約がある場合、契約書の写しは毎年度必要という
認識でよろしいでしょうか。

業務実績の一部の案件で問題ありません。
一部の案件を記載する場合は、できるだけ継続して契約している
案件の書類を提出してください。

３年間契約がある場合は、毎年度契約書の写しが必要です。

2 企画提案書 「様式５　企画提案書　２業務実績」の記載方法について、保険
者名の後に「（●年目）」と記載がありますが、契約更新が１年
ごとでも契約が継続していれば、契約が継続している年数を記載
する認識でよろしいでしょうか。

１年間ごとの契約でも継続していれば、その年数を記載してくだ
さい。

3 実施要領 「プロポーザル実施要領７．企画提案書の作成　【企画提案書記
載方法】（６）提案資料　イ」について、仕様書に記載のない事
項に関する提案は、費用を別途必要とする項目を記載してもよろ
しいでしょうか。
また、記載可能な場合、見積金額は仕様書に記載のある業務に関
する金額という認識でよろしいでしょうか。

費用を別途必要とする項目を記載して頂いて問題ありません。
５見積り金額は、仕様書に記載のある業務のみの金額とし、費用
を別途必要とする項目の金額は、様式５　企画提案書　６提案資
料（２）に記載してください。

4 仕様書 「仕様書６．委託業務内容（１）ウ（ア）データ受け渡し」につ
いて、輸送業者による受け渡しは可能でしょうか。

郵送業者による授受が不可です。

5 仕様書 P1，ウ 内容点検（ア）データの受け渡しについて、個人情報取
り扱いの運送（日通プライバシーガード便等）での授受は可能で
しょうか。また、レセプト内容点検や施術内容点検は受託事業者
事務所で実施可能でしょうか

運送での授受は不可です。

レセプト内容点検を受託事業者事務所での実施することが可能で
す。
施術内容点検は、下記の２点により受託事業所での作業は不可で
す。
・生活保護システムを使用して施術報酬請求明細書の確認が必要
なため
・書類の授受による時間の分、支払いが遅れるため。

「生活保護レセプト点検等業務委託」及び「中国残留邦人等レセプト点検等業務委託」に係るプロポーザル【質問及び回答】



6 仕様書 P3，（３）医療券、要否意見書点検の実施にあたり、必要な資格
や専門知識はありますでしょうか。他法他制度の可能性を確認す
る際に自治体様としての判断基準はご提示いただける想定でしょ
うか。

必要な資格、専門知識はありません。
他法他制度の確認をする際は、江戸川区の判断基準を提示しま
す。

7 仕様書 ・P4，現在の受注業者様の下記業務の体制（人数×日数）をご教
示ください。また常駐の必要有無をご教示ください。
（３）医療券、要否意見書点検
ア 医療券点検処理
イ 要否意見書点検事務
ウ 自立支援医療点検更新管理

人数は８人～１０人程度常駐しています。（人員は１２人おり、
ローテーションしています。）
ア、イは１０人全員がどちらも対応しています。
ウは１０人のうち３人が対応しています。

常駐が必要です。

8 仕様書 医療券点検処理、要否意見書等点検処理、その他点検付随事務の
業務をする際のシステム名称をご教示ください。

「生活保護システム（ＬＩＰＬＡＳ）」
令和８年９月からは標準化対応版として「ＧＯＶＬＩＰＬＡＳ」
を使用予定

9 実施要領 本事業の令和７年度の契約先事業名、契約金額をご教示くださ
い。

生活保護等レセプト点検等業務委託
　税込　３８，６８９，２００円
中国残留邦人等レセプト点検等業務委託
　税込　９２，４００円


